
帯広市では、市内の就労継続支援B型事業所における就労体験事業を実施しています。

　　　　　ひきこもり状態にある本人で、一般就労または福祉的就労を目指す意欲を有している方
　　　　　（他制度が使える場合などは対象外となることがあります）

短期間の体験ですが、仕事をする環境を体感してみたり、生活リズムを整えるきっかけにしませんか？

　　　　　令和８年５月11日～令和９年３月末　（利用人数が定員に達した場合は募集を終了します）

１ 申請

事業の利用を希望する方は、市に申請書を提出します

（ご家族や支援者に代行してもらってもよいです）

不明点があれば 帯広市地域福祉課 ／ 帯広市ひきこもり支援ステーションゆっくりん

までお気軽にお問い合わせください

対象者

利用の流れ

２ 決定 市から「利用決定通知書」を送付します

３ 見学 利用したい事業所に連絡して見学する日の調整をします

４ 就労体験

スタート
事業所と日時や作業内容を決めて、体験スタート！

困ったことは、事業所のスタッフにいつでも相談できます

５ 作業・日報
毎日、日報を書いて事業所に提出します

挑戦したい作業があるときや、作業が大変な場合はスタッフに伝えましょう

６ アセスメント

共有
事業所から、作業をする際のあなたの強みや課題を教えてもらい、終了です

作業内容や事業所の希望を伺いながら

市が事業所と調整します

期 間

申請

・

問合せ先

帯広市地域福祉課

住所：帯広市西５条南７丁目１

電話：０１５５－６５－４１１３

※就労体験事業、ひきこもり支援全般に関すること

帯広市ひきこもり支援ステーション

ゆっくりん

住所：帯広市西６条南６丁目３

電話：０１５５－６７－６１２１

メール：yukkurin@keisei-kai.jp

※相談、居場所づくり等の支援に関すること

「帯広市障害福祉地域ガイドささえー

る」（二次元コード）では、就労継続支

援B型事業所の作業内容などを紹介してい

ます。

ぜひ体験したい作業を探して、

本事業の利用をご検討ください。


